
Google ビジネスプロフィールストリートビュー撮影約款 
 
第1条 （本約款の適用） 
１． 本約款は、株式会社ぐるなび（以下「当社」といいます）が提供する「Google ビジ

ネスプロフィールストリートビュー撮影」のサービス（以下「本サービス」といいます）
の利用を希望し、当社がこれを承諾した者（以下「契約者」といいます）と当社と
の間に適用される契約条件を定めることを目的とします。 

２． 契約者が、最新の本約款に同意した場合又は第 2 条（本契約の締結及び成立）
の定めにより同意したものとみなされた場合、すでに締結されたすべての本契約
（第 2条第 2項に定義されます）について、最新の本約款が適用されます。 

３． 第三者のために契約者となる者（代理店等を指し、以下「代理店契約者」といい
ます）が、自己の顧客（以下「代理店顧客」といいます）のために、自己の名で本
契約を締結する場合、代理店契約者は、当社に対し、代理店顧客のために本
契約を締結する権限並びに本契約に定める義務を履行するために必要な一切
の権限を有することを表明し、保証するものとします。 

 
第2条 （本契約の締結及び成立） 
１． 本サービスの利用申込みは、利用希望者が、当社所定の申込書及び申込画面

等（以下併せて「本申込書等」といいます）に必要事項を記入し、当社に提出又
は登録することにより行われるものとします。かかる申込書等の提出又は登録を
もって、利用希望者が本約款に同意したものとみなされます。 

２． 本サービスにかかる契約（以下「本契約」といいます）は、利用希望者による申し
込みを当社が承諾した時点をもって成立します。 

 
第3条 （本サービス） 
１． 当社は、本サービスとして、契約者の指定する店舗、施設等（以下「指定店舗

等」といいます）に訪問し、指定店舗等内の写真（以下「本件写真」といいます）を
360 度専用カメラにより撮影し（以下「本撮影」といいます）、本件写真を指定店
舗等の Google ビジネスストリートビューの所定の掲載箇所（以下「本掲載箇所」
といいます）にアップロードするために必要な作業（以下「本掲載」といいます）を
実施します。 

２． Google ビジネスプロフィール及びストリートビューは、Google,LLC.が提供するサー
ビスであり、Google,LLC.による仕様変更等により、本サービスの内容が変更され
る場合があることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。 

３． 本サービスの詳細は、申込書等及び営業資料等に記載するとおりとし、当社は
これを自由に見直すことができるものとします。 
 

第4条 （契約期間） 
本契約の有効期間は、第 2 条第 2 項に定める本契約の成立日より、第 3 条
第 1項に定める業務の完了日までとします。 
 

第5条 （撮影代金） 
１． 本撮影の対価（以下「本撮影代金」といいます）は、本申込書等に定める額とし

ます。なお、本撮影代金には本約款に基づく、当社から契約者に対する本件写
真の使用許諾の対価が含まれます。なお、撮影場所への交通費は別途発生し
ます。 

２． 契約者が、本約款の定めに従うことにより、本件写真を使用しない場合であって
も、本撮影代金は減額されません。 

 
第6条 （撮影） 
１． 当社は、本申込書等の条件に従い本撮影を手配します。本撮影は当社の委託

先であるカメラマン（個人およびカメラマンが特定の法人に所属する場合または
特定の法人から委託を受けている場合の当該法人を総称し、以下「カメラマン」
といいます）が行いますが、カメラマンを指名することはできません。 

２． 本撮影は、指定店舗等内の 360度画像を撮影できるように行いますが、8か所
の撮影ポイントを上限とし、撮影ポイントの追加はお受けできません。なお、指定
店舗等の広さや部屋数によっては、撮影ポイントを選定いただく場合がございま
す。 

３． 本撮影の所要時間は 1時間を上限とし、撮影時間の延長はお受けできません。
所要時間内での撮影が完了できるよう、契約者は速やかに準備を行ってくださ
い。 

４． 当社は、本撮影を、契約者が本申込書において希望した時間に応じて以下の
条件で実施します。契約者が以下の条件を超えて本撮影の実施を希望する場
合、本撮影代金に加え、20,000 円（税抜）の追加料金をお支払いいただきます。 

 

撮影時間帯 

基本時間 9：00開始～20：00終了 

 
５． 本撮影は、１申込みにつき１日１回を限度とし 360 度専用カメラによって行われ

ます。自然災害や交通事故などのやむを得ない事情がある場合を除き、再撮
影は一切行われません。 

６． 撮影場所に応じ、本撮影代金のお支払いに加えて、当社が別途エリア別に定め
る交通費をご負担いただきます。 

７． 本件写真の撮影内容に関しては、契約者が一切の責任を負います。当社が提
示する撮影規程又は Google,LLC.の定める規程等に反するような内容が本件写
真に含まれていた場合には、該当の写真は掲載できません。また、この場合で
あっても、本撮影代金の減額や再撮影は行われません。 

８． 本撮影に関連して契約者に損害が生じた場合、当社は本撮影代金を上限とし
てかかる損害を賠償するものとします。 

９． 契約者が利用している当社が提供する各種サービスについての利用料金につ
いて、その支払いが確認できない場合は、その支払いが確認できるまで、本サー
ビスの提供は停止されます。 

１０． 契約者は、本件写真の撮影にあたっては、本件写真の使用が、著作権、商標
権、肖像権、パブリシティ権その他第三者のいかなる権利をも侵害しないように
契約者の責任と負担においてその第三者との間で必要なすべての権利処理を
あらかじめ完了させるものとします。この第三者には、契約者の従業員やシェフ
なども含まれます。 

１１． 契約者が撮影中にカメラマン所有の機器を破損させるなどカメラマンに損害を与
えたときは、契約者は、その責の範囲において、カメラマンに対しその損害を賠
償するものとします。 

１２． 当社は、いかなる形態であっても、本件写真を契約者に納品及び提供すること

は致しません。 
 
第7条 （掲載等） 
１． 本掲載は、本撮影から 7 営業日（当社の営業日とします。本約款において以下

同じ）程度で行います。当社の業務の繁忙により多少の遅れが生じる場合があ
ることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。 

２． 本掲載は当社が行うものとし、本掲載箇所には、掲載者として当社の社名が表
示されます。 

３． Google,LLC.のサービスの仕様変更又は停止、中止若しくは廃止等により掲載で
きない場合があることを契約者はあらかじめ承諾するものとし、当該事由により掲
載できないときは当社は責任を負いません。この場合であっても、契約者は、当
社に対し本撮影代金を支払う義務は免れません。 

４． 契約者が、本掲載箇所より本件写真の取り下げを希望する場合は、当社所定
の手続きに従って、当社に申請するものとし、当社は当該申請に基づき、本掲
載箇所からの取り下げを行います。 

 
第8条 （キャンセル等） 
１． お申し込み後のキャンセルや撮影日時の変更（以下「キャンセル等」といいます）

は原則としてお受けできません。 
２． 万が一、キャンセル等をご希望される場合、下表記載のキャンセル料をお支払

いいただきます。なお、キャンセル料のお支払いにかかる諸条件は、当社が別
途定めるものとします。 

 
キャンセル等の条件 キャンセル料 

撮影日の 3営業日前 18：00以降 
撮影前日まで 

申込み金額の全額（「交通費」を除く全
ての費用） 

撮影日当日以降 
申込み金額の全額（「交通費」を含む） 
 

 
第9条 （本件写真の使用許諾等について） 
１． 本件写真の著作権は、当社に帰属します。 
２． 当社は、契約者に対し、本掲載箇所における本件写真の使用を許諾します。た

だし、契約者は、方法の如何を問わず、当社に無断で本件写真を本掲載箇所
以外で使用し、第三者に販売、配布、譲渡もしくは貸与または使用の再許諾す
ることはできません。 

３． 前号に加え、契約者は、前項に基づきその使用許諾された本件写真につき、リ
サイズ、同一性を失わしめる編集（写真の一部切り出しを含みます）をすることは
できません。 

４． 本件写真の撮影及び掲載は、当社が明示的に許諾した本件写真の使用に関
するものを除き、当社から契約者に対する本件写真の著作権その他一切の権
利についての移転、譲渡、または放棄を伴うものではありません。 

５． 契約者が本約款に違反した場合、当社は、その使用の差止めを行うことができ
るほか、使用されている本件写真を直ちに削除することができます。また、この
場合において、当社に損害が発生したときは、契約者は、当社に対しその損害
を賠償するものとします。 

６． 本約款で定める使用許諾に基づく契約者による本件写真の使用に対し、第三
者より当該本件写真が第三者の権利（著作権その他の知的財産権及び法律上
保護に値する一切の権利をいいます）を侵害している旨の主張、要求等があっ
た場合、契約者はすみやかに当社にその旨を報告するとともに、当社の指示に
従い、かかる主張等に対応するものとします。なお、本号の定めは、当社がかか
る主張等に単独で対応することを妨げるものではありません。 

 
第10条 （損害賠償） 
１． 本約款で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、本サービスに起

因し又はこれに関連して、当社が契約者又は代理店顧客に対し負担する責任
は、請求原因の如何を問わず、原因行為のための直接の結果として現実に発
生した通常損害（予見可能性の有無にかかわらず特別損害、間接損害、逸失
利益を含まない）の範囲に限られ、かつ、本撮影代金に相当する額を上限としま
す。但し、当社に故意又は重大な過失が認められる場合はこの限りではありませ
ん。 

２． 前項に定める当社の賠償責任の定めは、債務不履行、不法行為その他法律構
成の如何を問わず適用されます。 

３． 契約者又は役職員その他契約者の関係者が本約款に違反する行為により当
社に損害を与えた場合、契約者は、当社に対し、その損害を賠償するものとしま
す。 

 
第11条 （反社会的勢力の排除） 
1. 当社及び契約者は、相手方に対し、以下の各号のいずれにも該当しないこと、

また各号のいずれにも関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを確約するものとします。 
（１） 暴力団 
（２） 暴力団員（暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者を含む） 
（３） 暴力団準構成員 
（４） 暴力団関係企業 
（５） 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 
（６） その他前各号に準ずる者（以下、前各号に該当する者を含み、総称して

「反社会的勢力」といいます） 
2. 当社及び契約者は、前項各号のいずれかに該当することとなった場合、又は

同各号のいずれかと関係が生じた場合は、直ちに相手方に通知するものとしま
す。 

3. 当社及び契約者は、自ら又は第三者をして以下の各号に該当する行為を行わ
ないことを確約するものとします。 
（１） 暴力的要求行為 
（２） 法的な責任を超えた不当な要求 
（３） 取引に関して、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は

業務を妨害する行為 
（４） 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において禁止され

ている行為 
（５） 自身が前項各号に該当する者である、又はその関係者である旨を伝え

るなどする行為 
（６） その他前各号に準ずる行為 

4. 当社及び契約者は、相手方より第 2 項の通知を受けた場合又は相手方が前
項に違反した場合には、相手方に対し、何らの通知及び催告なしに本契約の
全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社及び契約



者は、相手方に対して負担する一切の債務（本契約に基づき負担する債務を
含むがこれに限られない）の期限の利益を当然に失い、これを直ちに弁済する。
なお、本条による本契約の解約は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げな
いものとします。 

5. 当社及び契約者は、相手方が反社会的勢力に該当すると判断した場合、相
手方に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、相手方は
これに速やかに応じるものとします。相手方がこれに速やかに応じず、誠実に対
応しない場合、相手方に対し、何らの通知及び催告なしに本契約の全部又は
一部を解約することができるものとします。 

 
第12条 （再委託） 
当社は、当社の責任において、本サービスの提供にかかる業務の全部又は一部を第
三者に委託することができるものとします。 
 
第13条 （権利義務の譲渡等） 
契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位を承継
させ、または本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、
若しくは担保に供することはできません。 
 
第14条 （完全合意） 
本契約の契約締結以前における当社及び契約者間の明示又は黙示の合意、協議、
申し入れ、各種資料等は、本契約の内容と矛盾又は抵触する場合はその効力を有し
ない。 
 
第15条 （分離可能性） 
本約款について、いずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判
断された場合であっても、当該約款の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判
断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 
 
第16条 （本契約終了後の取扱い） 
1. 終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合であっても、当該終了時に

本約款に基づく未履行の債務があるときは、当該債務については、その全ての
履行が終了するまで本約款が適用される。 

2. 前項のほか、終了原因の如何を問わず、第 9条（本件写真の使用許諾等につ
いて）、第 7 条（掲載等）第 4 項、第 10 条（損害賠償）、第 11 条（反社会的
勢力の排除）第 4項、第 13条（権利義務の譲渡等）、第 14条（完全合意）、
第 15 条（分離可能性）、本条、第 17 条（準拠法及び裁判管轄）の規定は、
本契約終了後においても存続する。 
 

第17条  （準拠法及び裁判管轄） 
1. 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠します。 
2. 契約者及び当社は、本契約に起因し、又はこれに関連する一切の争訟につい

て、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄
裁判所とすることに合意するものとします。 

  
制定日 2021年 3月 23日 

 
 

【ぐるなびフォト・セット申込特約】 
１．本サービスのセット申込は、「ぐるなびフォト」の申込と同時の申込が必要です。 
２．ぐるなびフォトの撮影のための訪問時に、本サービスにかかる撮影を行います。 
 


